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同所は登記上の本店所在地で実際の業務は下記で行っておりま
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【電話番号】 －

【事務連絡者氏名】 －

【最寄りの連絡場所】 岐阜県可児市広見北反田1957番地の２
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【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集(売出)金額】 一般募集 15,803,103,358円

オーバーアロットメントによる売出し 2,472,116,223円
 

(注) １　募集金額は、会社法上の払込金額(以下、本有価証券届

出書において「発行価額」という。)の総額であり、

2026年６月19日(金)現在の株式会社東京証券取引所に

おける当社普通株式の終値を基準として算出した見込

額であります。

ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて

買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価

格)で一般募集を行うため、一般募集における発行価格

の総額は上記の金額とは異なります。

２　売出金額は、売出価額の総額であり、2026年６月19日

(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通

株式の終値を基準として算出した見込額であります。

【安定操作に関する事項】 １　今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ

いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取

引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる

場合があります。

２　上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を

開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所及び株

式会社名古屋証券取引所でありますが、これらのうち主たる

安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融

商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

株式会社名古屋証券取引所

(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
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第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行株式】
 

種類 発行数 内容

普通株式 4,694,600株
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に制限
のない、当社における標準となる株式
単元株式数　100株

 

(注) １　2026年６月30日(火)付の取締役会決議によります。

２　本募集(以下、「一般募集」という。)に伴い、その需要状況等を勘案し、704,100株を上限として大和証券

株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」

という。)を行う場合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事

項　１　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

３　一般募集とは別に、2026年６月30日(火)付の取締役会決議において、後記「募集又は売出しに関する特別記

載事項　１　オーバーアロットメントによる売出し等について」に記載の大和証券株式会社を割当先とする

当社普通株式704,100株の第三者割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決定して

おります。

４　2026年６月30日(火)付の取締役会決議において、2026年10月１日(木)付をもって、当社普通株式１株を２株

に分割することを決定しております。この株式の分割は、2026年９月30日(水)を基準日として、同日最終の

株主名簿に記載又は記録された株主の所有普通株式数を１株につき、２株の割合をもって分割するものであ

ります。

５　一般募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、後記

「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　ロックアップについて」をご参照下さい。

６　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町７番１号

 
２ 【株式募集の方法及び条件】

2026年７月８日(水)から2026年７月13日(月)までの間のいずれかの日(以下、「発行価格等決定日」という。)に決

定される発行価額にて後記「３　株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発

行価格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総

額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
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(1) 【募集の方法】

 

区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)

株主割当 － － －

その他の者に対する割当 － － －

一般募集 4,694,600株 15,803,103,358 7,901,551,679

計(総発行株式) 4,694,600株 15,803,103,358 7,901,551,679
 

(注) １　全株式を金融商品取引業者の買取引受けにより募集します。

２　発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。

３　資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される

資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上

げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金

の額を減じた額とします。

４　発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2026年６月19日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社

普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。

 
(2) 【募集の条件】

 

発行価格
(円)

発行価額
(円)

資本組入額
(円)

申込株数単位 申込期間
申込証拠金
(円)

払込期日

未定
(注) １、２

(発行価格等決定日
の株式会社東京証
券取引所における
当社普通株式の終
値(当日に終値のな
い場合は、その日
に先立つ直近日の
終値)に0.90～1.00
を乗じた価格(１円
未満端数切捨て)を
仮条件とします。)

未定
(注) １、２

未定
(注) １

100株

自2026年
７月14日(火)
至2026年
７月15日(水)
(注) ３

１株につき
発行価格と
同一の金額

2026年
７月21日(火)
(注) ３

 

(注) １　日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ

り需要状況等を勘案した上で、2026年７月８日(水)から2026年７月13日(月)までの間のいずれかの日(発行

価格等決定日)に一般募集における価額(発行価格)を決定し、併せて発行価額(当社が引受人より受取る１株

当たりの払込金額)及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は、前記「(1) 募集の方法」に記

載の資本組入額の総額を前記「１　新規発行株式」に記載の発行数で除した金額とします。

今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)が

決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資

本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の

使途、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額

の総額をいう。以下同じ。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の

日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの

期間中のインターネット上の当社ウェブサイト(［URL］https://valorholdings.co.jp/news-ir/)(以下、

「新聞等」という。)において公表します。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容につい

て訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行

価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合

には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
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２　前記「２　株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発行価

格と発行価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

３　申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格等決定日において正式に決

定する予定であります。なお、上記申込期間及び払込期日については、需要状況等を勘案した上で繰り上げ

ることがあります。当該需要状況等の把握期間は、最長で2026年７月７日(火)から2026年７月13日(月)まで

を予定しておりますが、実際の発行価格等の決定期間は、2026年７月８日(水)から2026年７月13日(月)まで

を予定しております。

したがいまして、

①　発行価格等決定日が2026年７月８日(水)の場合、申込期間は「自　2026年７月９日(木)　至　2026年７

月10日(金)」、払込期日は「2026年７月15日(水)」

②　発行価格等決定日が2026年７月９日(木)の場合、申込期間は「自　2026年７月10日(金)　至　2026年７

月13日(月)」、払込期日は「2026年７月16日(木)」

③　発行価格等決定日が2026年７月10日(金)の場合、申込期間は「自　2026年７月13日(月)　至　2026年７

月14日(火)」、払込期日は「2026年７月17日(金)」

④　発行価格等決定日が2026年７月13日(月)の場合は上記申込期間及び払込期日のとおり、

となりますのでご注意下さい。

４　申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

５　申込証拠金のうち発行価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当します。

６　申込証拠金には、利息をつけません。

７　株式の受渡期日は、払込期日の翌営業日であります。

したがいまして、

①　発行価格等決定日が2026年７月８日(水)の場合、受渡期日は「2026年７月16日(木)」

②　発行価格等決定日が2026年７月９日(木)の場合、受渡期日は「2026年７月17日(金)」

③　発行価格等決定日が2026年７月10日(金)の場合、受渡期日は「2026年７月21日(火)」

④　発行価格等決定日が2026年７月13日(月)の場合、受渡期日は「2026年７月22日(水)」

となりますのでご注意下さい。

株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口

座での振替えにより行われます。

 
(3) 【申込取扱場所】

後記「３　株式の引受け」に記載の引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本店及び国内各支店で申込み

の取扱いをいたします。

 
(4) 【払込取扱場所】

 

店名 所在地

株式会社三菱ＵＦＪ銀行　多治見支店 岐阜県多治見市音羽町２丁目213
 

(注)　上記の払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。
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３ 【株式の引受け】
 

引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件

大和証券株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目
９番１号

4,694,600株

１．買取引受けによります。
２．引受人は新株式払込金とし
て、払込期日に払込取扱場
所へ発行価額と同額を払込
むことといたします。

３．引受手数料は支払われませ
ん。ただし、一般募集にお
ける価額(発行価格)と発行
価額との差額は引受人の手
取金となります。

計 － 4,694,600株 －
 

 

４ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

 

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

15,803,103,358 82,000,000 15,721,103,358
 

(注) １　引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま

た、消費税等は含まれておりません。

２　払込金額の総額(発行価額の総額)は、2026年６月19日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通

株式の終値を基準として算出した見込額であります。

 
(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額15,721,103,358円に関しては、一般募集と同日付をもって取締役会で決定された本件第三者

割当増資の手取概算額上限2,355,162,543円と合わせた手取概算額合計上限18,076,265,901円について、

279,000,000円を2027年２月末までに当社のスーパーマーケット事業の設備投資資金に、16,918,000,000円を2028年

３月末までに子会社への投融資を通じた設備投資資金に、残額を2026年８月末までにコマーシャル・ペーパーの償

還資金に充当する予定であります。

子会社の設備投資資金については、11,614,000,000円を2028年３月末までにドラッグストア事業、ホームセン

ター事業並びに関東エリアの本羽田店及び本牧店をはじめとするスーパーマーケット事業の新規出店に、

2,130,000,000円を2027年２月末までにスーパーマーケット事業の食品工場の設備投資に、3,174,000,000円を2027

年３月末までにスーパーマーケット事業及びドラッグストア事業の店舗設備投資に充当します。

上記手取金について、実際の充当時期までは、当社預金口座にて適切に管理いたします。

なお、後記「第三部　参照情報　第１　参照書類」に記載の有価証券報告書(第69期)中の「第一部　企業情報　

第３　設備の状況　３　設備の新設、除却等の計画」のうち、設備の新設計画は、本有価証券届出書提出日(2026年

６月30日)現在(ただし、投資予定金額の既支払額については2026年３月31日現在)以下のとおりとなっております。
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会社名
事業所名
(所在地)

セグメン
トの名称

設備の
内容

投資予定額
資金調達
方法

着手及び完了予定 完成後
の増加
能力総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

着手 完了

㈱バロー
ホ ー ル
ディング
ス

中津川工場
(岐阜県中津
川市)

スーパー
マーケッ
ト事業

工場
新設

279 － 増資資金 2026年５月 2027年２月
製造力
の増加

㈱バロー

バロー本羽
田店他13店
舗
(東京都大田
区他)

スーパー
マーケッ
ト事業

店舗
新設
及び
改装

13,087 1,806
自己資金、
借入金及び
増資資金

2026年４月 2027年11月
販売力
の増加

中部フー
ズ㈱

中津川工場
(岐阜県中津
川市)

スーパー
マーケッ
ト事業

工場
新設

2,130 － 増資資金 2026年５月 2027年２月
製造力
の増加

中部薬品
㈱

多治見南店
他61店舗
(岐阜県多治
見市)

ドラッグ
ストア事
業

店舗
新設
及び
改装

3,388 121
自己資金、
借入金及び
増資資金

2026年４月 2028年３月
販売力
の増加

㈱ホーム
センター
バロー

プロサイト
みよし店
(愛知県みよ
し市)

ホームセ
ンター事
業

店舗
新設

240 － 増資資金 2026年６月 2026年11月
販売力
の増加

 

 

 

第２ 【売出要項】

 

１ 【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

 
種類 売出数

売出価額の総額
(円)

売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称

普通株式 704,100株 2,472,116,223
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
大和証券株式会社

 

(注) １　オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案し、704,100株を上限と

して大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式の売出しであります。上記オーバーアロットメ

ントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメ

ントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事

項　１　オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。

今後、売出数が決定された場合は、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の

手取金)及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手

取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバーアロット

メントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額)について、目論

見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有

価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイ

ト(［URL］https://valorholdings.co.jp/news-ir/)(新聞等)において公表します。発行価格等が決定され

る前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されま

す。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外

の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行

いません。

２　振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町７番１号

３　売出価額の総額は、2026年６月19日(金)現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準

として算出した見込額であります。
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２ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

 
売出価格
(円)

申込期間 申込単位
申込証拠金
(円)

申込受付場所
引受人の住所及
び氏名又は名称

元引受契約の内容

未定
(注) １

自　2026年
７月14日(火)
至　2026年
７月15日(水)
(注) １

100株
１株につき
売出価格と
同一の金額

大和証券株式会
社及びその委託
販売先金融商品
取引業者の本店
及び国内各支店

－ －

 

(注) １　売出価格及び申込期間については、前記「第１　募集要項　２　株式募集の方法及び条件　(2) 募集の条

件」において決定される発行価格及び申込期間とそれぞれ同一とします。

２　申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。

３　申込証拠金には、利息をつけません。

４　株式の受渡期日は、前記「第１　募集要項　２　株式募集の方法及び条件　(2) 募集の条件」における株式

の受渡期日と同一といたします。

株式は、受渡期日から売買を行うことができます。

社債、株式等の振替に関する法律の適用により、株式の売買は、振替機関又は口座管理機関における振替口

座での振替えにより行われます。

 
【募集又は売出しに関する特別記載事項】

１　オーバーアロットメントによる売出し等について

一般募集に伴い、その需要状況等を勘案し、704,100株を上限として大和証券株式会社が当社株主より借受ける当社

普通株式(以下、「貸借株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバー

アロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は2026年６月30日(火)付の取締役会決議において、一般募

集とは別に、大和証券株式会社を割当先とする当社普通株式704,100株の第三者割当増資(本件第三者割当増資)を2026

年８月13日(木)を払込期日として行うことを決定しております。

また、同取締役会決議において、本件第三者割当増資について、会社法上の払込金額は一般募集における発行価額

と同一とすること、会社法上の増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限

度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げること、及び会社法上

の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から上記の増加する資本金の額を減じた額とすることを決定

しております。

大和証券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間(以下、「申込期間」とい

う。)中、当社普通株式について安定操作取引を行う場合があり、当該安定操作取引で買付けた株式の全部又は一部を

貸借株式の返還に充当する場合があります。

また、大和証券株式会社は、申込期間終了日の翌日から2026年８月７日(金)までの間(以下、「シンジケートカバー

取引期間」という。(注))、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数を上限として、株式会社東京証券取

引所において当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があり、当該シンジ

ケートカバー取引で買付けられた株式は全て貸借株式の返還に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内

においても、大和証券株式会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによ

る売出しを行った株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

大和証券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った株式数から上記の安定操作取引及びシンジ

ケートカバー取引に係る貸借株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、本件第三者割当増資に係る割当

てに応じる予定であります。
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したがって、本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により

本件第三者割当増資における最終的な発行数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合がありま

す。

なお、オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われ

る場合の売出数については発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場

合は、大和証券株式会社による上記当社株主からの当社普通株式の借受けは行われません。したがって、この場合に

は、大和証券株式会社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じず、申込みを行わないため、失権により本件第三者

割当増資は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われません。

(注)　シンジケートカバー取引期間は、

①　発行価格等決定日が2026年７月８日(水)の場合、「2026年７月11日(土)から2026年８月７日(金)までの

間」

②　発行価格等決定日が2026年７月９日(木)の場合、「2026年７月14日(火)から2026年８月７日(金)までの

間」

③　発行価格等決定日が2026年７月10日(金)の場合、「2026年７月15日(水)から2026年８月７日(金)までの

間」

④　発行価格等決定日が2026年７月13日(月)の場合、「2026年７月16日(木)から2026年８月７日(金)までの

間」

となります。

 
２　ロックアップについて

一般募集に関連して、当社株主である田代　正美、田代　久美子、有限会社マルイ興産及び株式会社子雲社は、大

和証券株式会社に対し、発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了する期間

(以下、「ロックアップ期間」という。)中、大和証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社株式、当社株

式に転換若しくは交換されうる証券又は当社株式を取得若しくは受領する権利を表章する証券の売却等を行わない旨

合意しております。

また、当社は、大和証券株式会社に対し、ロックアップ期間中、大和証券株式会社の事前の書面による同意なしに

は、当社株式、当社株式に転換若しくは交換されうる証券又は当社株式を取得若しくは受領する権利を表章する証券

の発行等(ただし、一般募集、本件第三者割当増資及び株式分割による新株式発行等を除く。)を行わない旨合意して

おります。

上記のいずれの場合においても、大和証券株式会社は、ロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容

を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。

 

第３ 【第三者割当の場合の特記事項】

 

該当事項はありません。
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第４ 【その他の記載事項】

 

特に新株式発行並びに株式売出届出目論見書に記載しようとしている事項は次のとおりであります。

 

・表紙に当社のロゴマーク を記載します。

 

 

・表紙裏に以下の内容を記載します。

 
１　募集又は売出しの公表後における空売りについて

(1) 金融商品取引法施行令(以下、「金商法施行令」という。)第26条の６の規定により、「有価証券の取引等の規

制に関する内閣府令」(以下、「取引等規制府令」という。)第15条の５に定める期間(有価証券の募集又は売出

しについて、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又は売出価格を決定したことに

よる当該有価証券届出書の訂正届出書が公衆の縦覧に供された時までの間(＊１))において、当該有価証券と同

一の銘柄につき取引所金融商品市場又は金商法施行令第26条の２の２第７項に規定する私設取引システムにお

ける空売り(＊２)又はその委託若しくは委託の取次ぎの申込みを行った投資家は、当該募集又は売出しに応じ

て取得した有価証券により当該空売りに係る有価証券の借入れ(＊３)の決済を行うことはできません。

(2) 金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り(＊２)に係る有価証券の借入れ(＊３)の決済

を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させ

ることができません。

＊１　取引等規制府令第15条の５に定める期間は、2026年７月１日(水)から、発行価格及び売出価格を決定し

たことによる有価証券届出書の訂正届出書が2026年７月８日(水)から2026年７月13日(月)までの間のい

ずれかの日に提出され、公衆の縦覧に供された時までの間となります。

＊２　取引等規制府令第15条の７各号に掲げる、次の取引を除きます。

・先物取引

・国債証券、地方債証券、社債券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)、投資法人債券等の空

売り

・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り

＊３　取引等規制府令第15条の６に定めるもの(売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け)を含み

ます。

 
２　今後、発行価格等(発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。)が決定

された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項(発行価額の総額、資本組入額の

総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、オーバー

アロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下

同じ。)について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格

等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当

社ウェブサイト(［URL］https://valorholdings.co.jp/news-ir/)(以下、「新聞等」という。)において公表しま

す。発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正

事項分が交付されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正

される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等によ

る公表は行いません。
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・第一部　証券情報の直前に以下の内容を記載します。

 
［株価情報等］

１ 【株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移】

2023年６月26日から2026年６月19日までの株式会社東京証券取引所における当社普通株式の株価、ＰＥＲ及び株式

売買高の推移(週単位)は以下のとおりであります。

 

 
(注) １　株価グラフ中の１本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の４種類の株価を表しています。

・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しています。

・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しています。

２　ＰＥＲの算出は、以下の算式によります。

ＰＥＲ(倍) ＝
週末の終値

１株当たり当期純利益(連結)
 

・2023年６月26日から2024年３月31日については、2023年３月期有価証券報告書の2023年３月期の連結財務

諸表の１株当たり当期純利益を使用。

・2024年４月１日から2025年３月31日については、2024年３月期有価証券報告書の2024年３月期の連結財務

諸表の１株当たり当期純利益を使用。

・2025年４月１日から2026年３月31日については、2025年３月期有価証券報告書の2025年３月期の連結財務

諸表の１株当たり当期純利益を使用。

・2026年４月１日から2026年６月19日については、2026年３月期有価証券報告書の2026年３月期の連結財務

諸表の１株当たり当期純利益を使用。

 
２ 【大量保有報告書等の提出状況】

2025年12月30日から2026年６月19日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提出はありません。
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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

 

該当事項はありません。

 
第三部 【参照情報】

 

第１ 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

すること。

 

１ 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度　第69期(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)　2026年６月25日関東財務局長に提出

 

２ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2026年６月30日)までに、金融商品取引法第24条の５第４項

及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書を2026年６月29日に関東

財務局長に提出

 

第２ 【参照書類の補完情報】

 

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」につい

て、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2026年６月30日)までの間において変更及び追加すべ

き事項が生じております。以下の内容は、当該変更及び追加すべき事項を抜粋したものであり、当該変更及び追加箇所

については、＿＿＿罫で示しております。

また、当該有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証

券届出書提出日(2026年６月30日)までの間において変更及び追加すべき事項が生じております。以下の内容は、「事業

等のリスク」を一括して記載したものであり、当該変更及び追加箇所については、＿＿＿罫で示しております。

なお、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、以下の「経営方針、経営環境及び対処す

べき課題等」及び「事業等のリスク」に記載された事項を除き、本有価証券届出書提出日(2026年６月30日)現在におい

てもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。また、当該将来に関する事項について

は、その達成を保証するものではありません。

［経営方針、経営環境及び対処すべき課題等］

(1) 経営方針及び経営環境

 
(中略)

 
②　経営戦略

当社グループは、スーパーマーケット、ドラッグストア、ホームセンター、ペットショップ、スポーツクラブ

など、多様な事業を展開しております。その背景には、当社グループが郊外より事業を拡大してきた経緯から、

地域のニーズに幅広く対応して顧客との接点を持ち、複数の事業で収益を支えながら経営の安定性を求めてきた

ことがあります。また、調達・製造から流通・販売までを一貫して担う「製造小売業」としてのビジネスモデル

構築を志向し、製造・加工拠点、物流センター等のインフラを整備し、自ら中間流通機能を担いながら、流通経

路の効率化や商品力の向上に努めております。さらに、当社グループでは、複数の業態を組み合わせた商業施設

を開発するほか、グループ全体で中間流通機能の活用を進めるなど、経営資源を組み合わせてシナジーを創出し

ながら、企業価値の向上に取り組んでおります。
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次項に記載する中長期経営方針「バローグループ・ビジョン2030」、「サステナビリティ・ビジョン2030」に

掲げる当社グループの商品・サービス・決済で地域を便利に、豊かに繋ぐ「バロー経済圏」の構築と商品力で選

ばれる「デスティネーション・カンパニー」への移行に向けて、当社グループはグループ内の経営資源の活用に

加え、事業領域や強みを補完し合えるパートナーとの連携を推進するため、Ｍ＆Ａや資本業務提携に取り組んで

おります。これらを通じて、商品調達、物流、店舗運営、人材等の各分野における事業基盤の強化を図ります。

なお、2026年２月13日にコーナン商事株式会社(以下、「コーナン商事」といいます。)との間で、資本業務提携

に関する基本合意書を締結し、同社による当社連結子会社であるアレンザホールディングス株式会社(以下、「ア

レンザホールディングス」といいます。)の株券等の公開買付け成立以降、業務面での連携に加え、資本参加を含

む業務提携を行うことに向けた協議・交渉を行っておりましたが、2026年６月30日付の取締役会決議において、

資本業務提携に係る契約書(以下、「本資本業務提携契約」といいます。)を締結することを新たに決定しており

ます。本資本業務提携契約は、プライベート・ブランド商品の相互供給や関西・関東エリアを中心とした市場深

耕における協働等を通して共同でアレンザホールディングスを運営することで、同社の企業価値を向上させ、当

社及びコーナン商事の関係を中長期的に強化することを目的とするものであります。併せて、当社はコーナン商

事が実施する第三者割当を受けることにより同社普通株式30億円程度を取得することを決定するとともに、当社

普通株式については、ToSTNeT-1を通じて当社既存株主からコーナン商事に対し譲渡価格の合計で30億円程度を譲

渡することをコーナン商事との間で合意しております。また、「バロー経済圏」の構築に向け、今後は店舗のみ

ならず、ＥＣ(電子商取引)や自社電子マネーLu Vit(ルビット)カード、Lu Vitクレジットカードも活用し、顧客

との接点をさらに強化してまいります。商品力で選ばれる「デスティネーション・カンパニー」への移行には、

製造機能の強化に加え、調達・製造拠点や企業間連携の広がりに対応した効率的なサプライチェーンの構築が不

可欠であることから、ＤＸ(デジタル・トランスフォーメーション)を通じて情報連携を図り、ビジネスモデルを

進化させてまいります。

 
(中略)

 
(2) 優先的に対処すべき課題等

当社グループの事業領域である流通業界は、今後さらに寡占化が進み、小売事業側が流通全体で担う役割はより

大きくなると想定しております。そのため、当社グループも今後の競争激化を見据え、事業規模拡大による「量」

への取り組みと同時に、収益力を一層高めるための「質」である内部構造改革に取り組んでまいります。

事業規模の拡大については、関西エリアでのドミナント形成をより強固にするために、中核事業のＳＭやドラッ

グストアなどの出店、プロセスセンターや関西事務所の新設など事業基盤の確立を図ります。関東エリアではＳＭ

バロー２号店、３号店と出店準備を着実に進め、知名度向上と同エリアでの売上シェアを高めていきます。

一方で、事業規模の拡大に伴うバックオフィス業務の増大に対して更なる効率化を推進し、事業会社がより営業

へ専念できる環境を整備するため、業務の集中化・経費削減対策・システム共有化・グループ融通による資金の効

率化などを当社が主体となって取り組んでまいります。また、物流・インフラ面も同様に様々なコストが上昇する

中、物流機能・施設・工場等グループ共有資源の稼働率向上を目的に、施設のグループ横断的な活用を推進しか

つ、自社設備と外部委託を上手く組み合わせることでビジネスモデルのレジリエンス(伸縮性)も高めていきます。

さらに、成長の要としている人材育成についても、トップ主催の経営塾をはじめ、対象をグループ全体に拡大

し、中核を担うリーダー育成のほか、生鮮・ベーカリーの「マイスター」制度による専門性の高いプロフェッショ

ナルの育成など、事業拡大に必要不可欠な人材育成を引き続き強化してまいります。
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2026年２月、グループ内の経営資源の活用に加え、事業領域や強みを補完し合えるパートナーとの連携を通じ

て、商品調達、物流、店舗運営、人材等の各分野における事業基盤を強化していくことが重要であるとの考えか

ら、コーナン商事株式会社と資本業務提携に関する基本合意書を締結しました。これを受け、前記「(1) 経営方針

及び経営環境　②　経営戦略」のとおり、本資本業務提携契約を締結することを新たに決定しております。今後は

ＨＣ業界内の高いシェアを背景に、ＰＢなどの商品調達の共有、物流連携、ペット、プロショップ、介護などの強

化に向けて、幅広く取り組んでいくとともに、ＳＭ事業を中心とした成長路線を一段と加速させるため、出店等の

物件の連携や新規エリアにおける集客の相互補完などの施策について検討していく計画です。

2027年３月期の新店投資につきましては、スーパーマーケット９店舗、惣菜専門店８店舗、ドラッグストア28店

舗、ホームセンター(専門業態含む)７店舗、ペットショップ11店舗、スポーツクラブ２店舗の計65店舗の新設を計

画しております。

また、新日本スーパーマーケット同盟の取り組みでは、特に商品・消耗品の分野で共同調達による利益改善が継

続して進んでおり、今後も生産性を含めた業務改善、人手不足対策など経営に関する全般的課題において、定期的

な情報共有の場を計画していきます。

 
［事業等のリスク］

第69期有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、

経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識し、かつ、投資家の判断に重要な

影響を及ぼす可能性がある事項を、重要性の観点から取り上げた主要なリスクは、以下のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2026年６月30日)現在において入手可能な情報に基づ

き当社が判断したものであります。また、下記の各リスクの発生頻度や影響の程度について合理的に予見することが

困難であるため、記載しておりませんが、当社は、全社的なリスク管理体制を、第69期有価証券報告書の「第１部　

企業情報　第４　提出会社の状況　４　コーポレート・ガバナンスの状況等」に記載のとおり整備し、管理を行って

おります。

 
当社グループの業績に影響を与える要因について

(1) 小売業の外部環境について

当社グループの事業は小売事業を中心としており、同事業を取り巻く外部環境として、今後の景気動向、価格競

争の激化、同業種や異業種との競合の進展状況、消費者に係る税制の変更、気候変動、地政学リスク及び国際情勢

等の要因により、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
(2) 出店政策について

当社グループは、スーパーマーケット、ドラッグストア及びホームセンターにおいて、生鮮食料品、一般食料

品、日用雑貨品、住居関連商品及び医薬品の販売を主要業務とした流通業を営んでおり、この他にスポーツクラ

ブ、ペットショップなどを運営しております。

当社グループでは、今後とも既存の出店地域を中心としてドミナントエリア化を意図し店舗密度を高めていく方

針であり、Ｍ＆Ａによる店舗数拡大も検討していく方針です。また、スーパーマーケット事業における成長戦略と

して、関西及び関東エリアへの展開を加速しておりますが、新規出店の基準に合致した物件を確保できない場合

や、法的規制等により計画通りの出店ができない場合、新規エリアにおける業績が計画通りに進捗しなかった場合

には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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(3) 食品の安全性について

当社グループは、調達から販売までを一貫して担う「製造小売業」としてのビジネスモデル構築を目指してお

り、食品の流通経路における品質管理を徹底するとともに、製造・加工拠点、小売店舗・飲食店において、食の安

全の確保に向けた取り組みを徹底しております。しかし万一、食中毒等の食の安全に関わる問題が発生した場合、

当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
(4) 自然災害・流行性感染症について

当社グループは、感染症対策マニュアルの整備、店舗の耐震性、防災対応マニュアルの整備、避難訓練の実施

等、自然災害や事故等に対しできる限りの対策を講じておりますが、地震・台風等の大規模自然災害や流行性感染

症が発生した場合には、当社グループの店舗での営業継続や販売商品の調達について影響を受ける可能性がありま

す。大規模自然災害については、当社グループの店舗の多くが東海地方に所在しているため、南海トラフ地震が発

生した場合には、事業活動の一部中断等により当社グループの業績及び財政状態に著しい影響を及ぼす可能性があ

ります。また、新型コロナウイルス感染症のような流行性感染症について、主に飛沫感染や接触感染を感染経路と

して感染が拡大した場合に、営業活動の自粛等により当社グループの業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があ

ります。

 
(5) 資本業務提携及び新規事業への参入について

当社グループは、当社グループの事業目的に沿って優良企業との資本業務提携及び資本参加を積極的に実施する

とともに、新規事業への参入についても検討する方針であります。しかしながら、資本業務提携及び新規事業の参

入に当たり、外部環境の変化等各種の要因によって、当社グループが期待するとおりの成果をあげられない場合に

は、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
(6) 金利変動について

当社グループでは、新規の出店等に伴う設備投資のために借入金等により資金を調達することもあり、2026年３

月期末における連結ベースの借入金及び社債等の残高は1,479億40百万円であります。このため今後の金利動向に

よっては、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
(7) 人材の確保について

当社グループは、更なる成長を実現するため、優秀な人材の確保及び育成が重要な課題と認識し、社員の配置転

換、新卒及び中途採用、外国人技能実習生の受け入れを行うなど人材の確保及び育成に注力しております。しかし

ながら、今後、人材確保及び育成が計画通り進まない場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能

性があります。

 
(8) 情報システムのリスクについて

当社グループは、通信ネットワークを介して基幹システム、物流管理システム、店舗業務支援システム等を使用

しております。また、通信販売、クレジットカード決済、電子マネー決済やポイントカード等により多数のお客様

の個人情報を保持しております。当社グループは、これらに対し適切なセキュリティ対策を実施しておりますが、

災害、停電、ソフトウエア及び機器の欠陥、コンピュータウイルスの感染、サイバーテロ、不正アクセス等予測の

範囲を超える出来事により、情報システムの停止または一時的な混乱、顧客情報を含めた内部情報の消失、漏洩、

改ざん等のリスクがあります。このような事態が発生した場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす

可能性があります。
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(9) 当社グループに対する法的規制について

①　大規模小売店舗立地法について

当社グループの店舗の出店及び増床に際しては「大規模小売店舗立地法」の規制対象となっており、店舗面積

1,000㎡を超える新規出店及び増床については、都道府県又は政令指定都市に届出が義務付けられています。届出

後、駐車台数、騒音対策、廃棄物処理について、地元住民の意見を踏まえ、都道府県・政令指定都市が主体と

なって審査が進められます。

同法の適用により、当初の計画通りに店舗の新規開設や既存店舗の増床等ができない場合、当社グループの業

績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

また、建築基準法が改正され、新規出店及び改装に際し、審査期間の長期化や出店コストの増加等により、当

社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

②　個人情報の漏洩について

個人情報の管理については、情報端末のセキュリティシステムの強化、社内規程の整備や従業員教育等により

万全を期しておりますが、不測の事態により個人情報が外部に漏洩するような事態に陥った場合には、当社グ

ループの社会的信用力が低下し、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

③　その他法的規制について

当社グループは、独占禁止法、薬機法のほか、食品の安全管理、環境・リサイクル等に関する法令等に十分留

意して事業活動を行っておりますが、万が一これらの法令に違反する事由が生じた場合には、当社グループの事

業活動が制限される可能性があります。また、将来的に当社グループが規制を受けている法令の変更や新たな法

令の施行等があった場合、各種規制事項を遵守するためのコストが増加することにより、当社グループの業績及

び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 
(10) 固定資産の減損について

当社グループは、減損会計を適用しておりますが、翌連結会計年度以降も収益性の低い店舗等について減損処理

がさらに必要となった場合や今後の地価の動向によっては、当社グループの業績及び財政状態に影響が及ぶ可能性

があります。

 
(11) 繰延税金資産について

当社グループは、繰延税金資産の回収可能性の評価に際して、将来の課税所得を合理的に見積っております。繰

延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存しますので、その見積額が減少した場合、繰延税金資産

が減額され税金費用を計上することによって、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があり

ます。

 

第３ 【参照書類を縦覧に供している場所】

 

株式会社バローホールディングス　本部

(岐阜県可児市広見北反田1957番地の２)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

株式会社名古屋証券取引所

(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
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第四部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。

 

第五部 【特別情報】

 

該当事項はありません。
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